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パワーフレックス特別預金＜愛称：パワー預金＞商品説明書 

                                                                     （平成23年4月1日現在） 

1. 商品名 パワーフレックス特別預金＜愛称：パワー預金＞ 

2. 販売対象 パワーフレックス口座をお持ちの個人のお客さま 

3. 取扱通貨 円 

4. 預入期間 定めなし 

5. 預入方法 随時預入。 

ただし、お客さまのパワーフレックス口座の円普通預金からの振替入金に限ります。 

窓口、新生パワーコール（テレフォンバンキング）または新生パワーダイレクト（インター

ネットバンキング）での預入が可能です。 

6. 最低預入金額・預

入単位 

１円以上、１円単位 

7. 払戻回数・払戻方

法 

●払戻は、何度でも可能ですが、毎月１日から末日までの１ヵ月間で5回を超えて払い

戻しを行った場合、下記9．の追加利息は支払われません。 

●払 戻 金 は、お客さまのパワーフレックス口 座 の円 普 通 預 金 へ入 金 することにより支

払います。 

ただし、新生パワーダイレクト（インターネットバンキング）での払い戻しの場合、一日の

払戻金額の限度額があります。 

詳しくは、窓口または新生パワーコールなどにてお問い合わせください。 

8. 利息 (1)適用利率 

●以下の4段階の金額階層別に金利設定を行い、この預金の毎日の最終残高が

該当する金額階層に応じた利率を適用します(ただし、金融情勢等によっては、

一 部 の金 額 階 層 ないし全 ての金 額 階 層 が同 じ適 用 利 率 となる場 合 がありま

す。)。 

①1円以上、100万円未満 

②100万円以上、300万円未満 

③300万円以上、1,000万円未満 

④1,000万円以上 

●毎日の店頭表示の利率を適用する変動金利です。 

●具体的な利 率については、窓口または新生パワーコールなどにてお問い合せく

ださい。 

(2)利払頻度・支払方法 

●毎月の当行所定の各利払日に、お客さまのパワーフレックス口座のこの預金に

入金することにより支払います。 

●具体的な利払日については、窓口または新生パワーコールなどにてお問い合せ

ください。 

(3)計算方法 

●毎日の最終残高につき、付利単位を１円、１年を365日とする日割計算を行い、

毎日の利息額を積算します。端数の切り捨ては、積算額について行います。 

9. 追加利息 上 記 「8.利 息 」に加 えて下 記 追 加 利 息 (1)①および②を当 行 所 定 の方 法 により支 払 い

ます。 

ただし、毎月１日から末日 までの１ヵ月間に5回を超えて払戻を行った場合は、当該月

の属する追 加 利息 計算 期 間につき、「(1)①3ヵ月 毎 の追加 利 息」は支 払われません。

なお、この場合でも、「(1)②1年毎の追加利息」は支払われます。 

(1)追加利息計算期間 

①3ヵ月毎の追加利息 
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  ・毎年の1月1日から3月31日 

  ・毎年の4月1日から6月30日 

  ・毎年の7月1日から9月30日 

  ・毎年の10月1日から12月31日 

②１年毎の追加利息 

毎年の1月1日から12月31日 

 なお、上 記 にかかわらず、最 初 の追 加 利 息 計 算 期 間 については、最 初 の預 入

日を初日とし、その直後に到来する追加利息計算期間最終日を最終日として、

①②それぞれの追加利息を計算します。 

(2)適用利率 

各 追 加 利 息 計 算 期 間 初 日 における店 頭 表 示 の利 率 を追 加 利 息 計 算 期 間 の最

終日まで適用します。 

(3)利払頻度・支払方法 

各追加利息計算期間最終日以降、当行所定の日に、お客さまのパワーフレックス

口座のこの預金に入金することにより支払います。 

(4)計算方法 

①３ヵ月毎の追加利息 

追加利息計算期間中の各月の最低残高を単純平均した金額に対し、当該追加

利息計算期間初日から最終日までの日数につき、付利単位を１円とし、1年を36

5日とする日割計算です。端数は切り捨てます。 

②１年毎の追加利息 

追 加 利 息 計 算 期 間 中 の最 低 残 高 に対 し、当 該 追 加 利 息 計 算 期 間 初 日 から最

終日までの日 数につき、付利単 位を１円とし、1年を365日とする日割計 算です。

端数は切り捨てます。 

10. 預金保険 預 金 保 険 の保 護 対 象 です。この預 金 は「決 済 用 預 金 」ではありませんので、お客 さま

が当行にお預け入れの他の定額保護預金と合算して、元本1,000万円までとその利息

のみが保護されます。 

11. 当 行 が契 約してい

る 指 定 紛 争 解 決

機関 

一般社団法人全国銀行協会 

  連絡先 全国銀行協会相談室 

  電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 

12. 税金  利息 ：源泉分離課税（国税15％、地方税5％）として課税されます。 

詳しくは、お客さまご自身で公認会計士や税理士にご相談ください。 

13. 当座貸越サービス この預 金 は、「パワーフレックス口 座 円 貨 預 金 規 定 」で定 める当 座 貸 越 にかかる担 保

預金の対象外です。 

 


